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　（
財
）日
本
離
島
セ
ン
タ
ー
で
は
、

離
島
住
民
の
自
発
的
な
島
づ
く
り

活
動
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
た
め

離
島
の
人
材
育
成
事
業
を
助
成
し

て
い
ま
す
。

◇
助
成
対
象
事
業
は
次
の
事
業
で

離
島
の
人
材
育
成
の
た
め
の
事
業

と
し
ま
す
。�

①
離
島
の
産
業
振
興
に
か
か
る
事
業

②
離
島
の
生
活
・
文
化
・
福
祉
の

　
向
上
に
係
る
事
業

③
他
地
域
と
の
交
流
促
進
に
係
る

　
事
業

④
そ
の
他
人
材
育
成
に
必
要
な
事
業

※
応
募
で
き
る
事
業
は
、
自
ら
新

　
た
に
取
り
組
む
事
業
と
し
ま
す
。

※
既
存
の
事
業
や
、
運
動
会
・
祭

　
り
・
盆
踊
り
な
ど
の
毎
年
の
通

　
常
の
行
事
、
政
治
・
宗
教
・
営

　
利
を
目
的
と
す
る
事
業
は
対
象

　
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
国
や
県
か
ら
補
助
金
を
受
け
て

　
い
る
事
業
、
受
け
よ
う
と
し
て

　
い
る
事
業
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

■
応
募
締
切
　
２
月
９
日（
月
）

【
問
い
合
わ
せ
】�

　
総
務
企
画
部
地
域
振
興
課
ま
た

　
は
各
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
地

　
域
支
援
課
ま
で

※
御
希
望
さ
れ
る
方
は
募
集
要
項

　
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
お
渡
し
い

　
た
し
ま
す
。

　
石
綿
に
よ
る
疾
病
（
肺
が
ん
、

中
皮
腫
な
ど
）
で
死
亡
し
た
労
働

者
の
遺
族
で
、
労
災
保
険
法
の
遺

族
補
償
給
付
を
受
け
る
権
利
が
時

効
に
よ
り
消
滅
し
た
方
に
対
し
て

は
、
特
別
遺
族
給
付
金
が
支
給
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
今
般
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
が

改
正
さ
れ
、
①
請
求
期
限
が
平
成

24
年
３
月
27
日
ま
で
に
延
長
さ
れ

る
と
と
も
に
、
②
平
成
18
年
３
月

26
日
ま
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
労
働

者
の
ご
遺
族
の
方
へ
と
対
象
が
拡

大
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
心
当
た
り

の
あ
る
方
は
、
ご
連
絡
下
さ
い
。

　
刑
事
裁
判
の
仕
組
み
を
知
っ
て

頂
く
た
め
「
法
廷
見
学
会
」
を
実

施
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に

裁
判
所
を
覗
い
て
み
て
は
い
か
が

で
す
か
。

■
開
催
場
所�

　
長
崎
地
方
裁
判
所
　
厳
原
支
部

■
開
催
日
　
１
月
26
日（
月
）

　
　
　
　
　
２
月
23
日（
月
）

■
開
催
時
間
　
13
時
〜
15
時

■
募
集
人
員
　
各
回
約
30
名

■
内
容
　
裁
判
員
裁
判
な
ど
の
刑

　
事
裁
判
の
仕
組
み
を
解
説
後
、

　
法
廷
内
見
学
、
裁
判
員
制
度
を

　
扱
っ
た
上
映
会
な
ど

■
開
催
場
所
　
上
県
簡
易
裁
判
所

■
開
催
日
　
２
月
３
日（
火
）

■
開
催
時
間
　
13
時
〜
15
時

■
募
集
人
員
　
約
20
名

■
内
容
　
長
崎
地
方
裁
判
所
厳
原

　
支
部
実
施
分
と
同
じ

■
応
募
方
法
　
開
催
場
所
へ
電
話

　
予
約
に
よ
る
先
着
順
、
当
日
、

　
空
き
が
あ
る
場
合
予
約
な
し
で

　
も
参
加
で
き
ま
す
。

　
つ
し
ま
っ
子
が
、
夢
や
希
望
、

未
来
へ
の
提
言
な
ど
学
校
や
日
常

生
活
で
感
じ
た
こ
と
を
発
表
し
ま

す
。
将
来
の
対
馬
を
支
え
る
子
供

た
ち
の
熱
い
思
い
に
耳
を
傾
け
て

み
ま
せ
ん
か
。

対
馬
少
年
の
主
張
大
会�

■
日
時
　
２
月
15
日（
日
）

　
　
　
　
13
時
〜
16
時

■
場
所
　
対
馬
市
公
会
堂（
豊
玉
町
）

■
参
加
者
　
各
町
の
大
会
で
選
出

　
さ
れ
た
12
名
の
中
学
生

【
問
い
合
わ
せ
】�

　
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

　
☎
０
９
２
０（
８
６
）３
７
２
７

厳
原
町
少
年
の
主
張
大
会�

■
日
時
　
１
月
25
日（
日
）

　
　
　
　
12
時
30
分
〜

■
場
所
　
対
馬
市
交
流
セ
ン
タ
ー

■
参
加
者
　
厳
原
町
内
の
各
小
中

　
学
校
を
代
表
し
た
児
童
・
生
徒

【
問
い
合
わ
せ
】�

　
教
育
委
員
会
厳
原
地
区

　
　
　
　
　
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
２
０（
５
２
）０
３
６
３

　
か
す
ま
き
を
は
じ
め
と
し
た
対

馬
各
所
で
作
ら
れ
て
い
る
様
々
な

お
菓
子
を
堪
能
し
て
み
て
下
さ
い
。

ま
た
、
お
菓
子
作
り
講
座
を
同
時

開
催
い
た
し
ま
す
。

■
開
催
日
　
２
月
７
日（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
８
日（
日
）

■
開
催
時
間
　
11
時
〜
16
時

■
開
催
場
所�

　
　
　
対
馬
市
交
流
セ
ン
タ
ー

■
お
菓
子
作
り
講
座
（
要
予
約
）�

法
廷
見
学
会
の
ご
案
内

法
廷
見
学
会
の
ご
案
内�

法
廷
見
学
会
の
ご
案
内�

長
崎
地
方
裁
判
所
厳
原
支
部�

☎
０
９
２
０（
５
２
）０
０
６
７�

上
県
簡
易
裁
判
所�

☎
０
９
２
０（
８
４
）２
０
３
７�

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ�

お
知
ら
せ�

離
島
人
材
育
成
基
金

離
島
人
材
育
成
基
金�

助
成
事
業
を
募
集

助
成
事
業
を
募
集�

離
島
人
材
育
成
基
金�

助
成
事
業
を
募
集�

対
馬
市
地
域
振
興
課�

☎
０
９
２
０（
５
３
）６
１
１
１�

石
綿
石
綿（
ア
ス
ベ
ス
ト
）

（
ア
ス
ベ
ス
ト
）�

　
健
康
被
害
の
ご
遺
族
へ

　
健
康
被
害
の
ご
遺
族
へ�

石
綿（
ア
ス
ベ
ス
ト
）�

　
健
康
被
害
の
ご
遺
族
へ�

長
崎
労
働
局
労
働
基
準
部�

☎
０
９
５（
８
０
１
）０
０
３
４�

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト�

講
演
会

講
演
会�

イ
ベ
ン
ト�

講
演
会�

少
年
の
主
張
大
会

少
年
の
主
張
大
会�

少
年
の
主
張
大
会�

市
教
育
委
員
会�

市
青
年
健
全
育
成
連
絡
協
議
会�

対
馬
の
お
菓
子
大
集
合

対
馬
の
お
菓
子
大
集
合�

対
馬
の
お
菓
子
大
集
合�

Ｎ
Ｐ
Ｏ
対
馬
郷
宿�

☎
０
９
２
０（
５
２
）２
４
２
２�
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市
民
か
ら
公
募
し
た
力
作
が
展

示
さ
れ
ま
す
。

　
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
展
示
期
間
（
前
期
）�

　
　
１
月
21
日（
水
）〜

　
　
　
　
　
　
１
月
25
日（
日
）

■
展
示
会
場
　
上
県
地
区
公
民
館

■
展
示
期
間
（
後
期
）�

　
　
１
月
28
日（
水
）〜

　
　
　
　
　
　
２
月
１
日（
日
）

■
展
示
会
場�

　
　
　
対
馬
市
交
流
セ
ン
タ
ー

■
鑑
賞
時
間
　
９
時
〜
18
時

【
問
い
合
わ
せ
】�

　
対
馬
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習

　
課
又
は
各
地
区
生
涯
学
習
セ
ン

　
タ
ー
ま
で

　
楽
し
く
美
し
い
合
唱
の
ハ
ー
モ

ニ
ー
を
聴
き
に
、
ぜ
ひ
お
越
し
下

さ
い
。
入
場
は
無
料
で
す
。

■
開
催
日
　
２
月
８
日（
日
）

　
　
　
　
　
13
時
30
分
〜

■
開
催
場
所
　
対
馬
市
交
流
セ
ン

　
タ
ー
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル

■
参
加
団
体
　
あ
り
あ
け
エ
コ
ー
、

　
コ
ー
ル
み
つ
し
ま
、
ア
ガ
タ
ド

　
ル
チ
ェ
、
コ
ー
ラ
ス
Ｄ
、
対
馬

　
高
校
コ
ー
ラ
ス
部
、
厳
原
ジ
ュ

　
ニ
ア
合
唱
団
、
リ
ト
ル
み
つ
し

　
ま
、
コ
ー
ル
カ
ミ
ー
リ
ア
、
東

　
部
中
学
校
、
南
陽
中
学
校

　
対
馬
の
宝
で
あ
る
千
俵
蒔
山
の

未
来
を
い
っ
し
ょ
に
考
え
ま
せ
ん

か
。

■
開
催
日
　
２
月
22
日（
日
）

■
開
催
時
間
　
13
時
30
分
〜

■
開
催
場
所�

　
　
　
佐
護
小
中
学
校
体
育
館

■
基
調
講
演�

　
「
野
焼
き
の
美
学
」

　
前
・（
財
）国
立
公
園
協
会

　
　
　
理
事
長
　
瀬

田

信

哉

■
総
合
討
論�

　
「
千
俵
蒔
山
の
未
来
に
向
け
て

　
―
そ
の
魅
力
を
知
る
・
伝
え
る
・

　
分
か
ち
合
う
」
な
ど

　
県
内
の
い
ろ
ん
な
地
域
か
ら
集

ま
っ
た
小
・
中
学
生
の
絵
、
版
画
、

中
学
生
の
デ
ザ
イ
ン
、
立
体
の
作

品
が
展
示
さ
れ
、
見
る
人
を
楽
し

ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
入
場
は
無
料

で
す
。
ご
家
族
お
そ
ろ
い
で
お
出

か
け
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日
　
２
月
19
日（
木
）

　
　
　
　
　
　
〜
２
月
22
日（
日
）

■
開
催
時
間
　
９
時
か
ら
20
時

■
開
催
場
所�

　
　
　
対
馬
市
交
流
セ
ン
タ
ー

　
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
で

も
簡
単
に
で
き
る
新
し
い
ス
ポ
ー

ツ
を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

【
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
教
室
】�

《
大
会
の
部
》
　
10
人
11
脚
大
会
、

大
な
わ
と
び
大
会

《
体
験
の
部
》
　
ス
ト
ラ
ッ
ク
ア

ウ
ト
、
ス
ピ
ー
ド
ガ
ン
計
測
、
フ

リ
ス
ビ
ー
な
ど

■
開
催
日
　
２
月
８
日（
日
）

■
開
催
時
間
　
９
時
30
分

■
開
催
場
所
　
豊
玉
総
合
運
動
公

　
園
野
球
場

【
キ
ッ
ズ
教
室
】

《
陸
上
》（
実
技
あ
り
）

　
講
　
師
　
　
扇
　
ま
ど
か

■
開
催
時
間
　
９
時
〜
12
時

■
開
催
場
所�

　
　
　
豊
玉
高
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

《
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
》（
実
技
あ
り
）

　
講
　
師
　
　
大

浦

正

文

■
開
催
時
間
　
９
時
30
分
〜
16
時

■
開
催
場
所�

　
豊
玉
総
合
運
動
公
園
体
育
館

※
キ
ッ
ズ
教
室
は
、
市
内
在
住
小

・
中
学
生
が
対
象
で
す
。

対
馬
市
民
美
術
展

対
馬
市
民
美
術
展�
対
馬
市
民
美
術
展�

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課�

☎
０
９
２
０（
８
６
）３
７
２
７�

対
馬
島
の
合
唱
祭

対
馬
島
の
合
唱
祭�

対
馬
島
の
合
唱
祭�

対
馬
島
の
合
唱
祭
実
行
委
員
会（
桟
原
）�

☎
０
９
０（
７
１
６
０
）９
５
８
８�

第
２
回�

千
俵
蒔
山
草
原

千
俵
蒔
山
草
原�

　
再
生
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
再
生
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム�

千
俵
蒔
山
草
原�

　
再
生
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム�

上
県
町
佐
護
区
事
務
局
　
前
田�

☎
０
９
２
０（
８
４
）５
５
７
７�

「
大
陸
の
見
え
る
山
―
千
俵
蒔
山�

　
　
　
　
　
　
草
原
再
生
へ
の
挑
戦
」�

「
子
ど
も
県
展
」

「
子
ど
も
県
展
」巡
回
展

巡
回
展�

「
子
ど
も
県
展
」巡
回
展�

長
崎
県
教
育
庁
学
芸
文
化
課
　�

☎
０
９
５（
８
９
４
）３
３
８
５�

長
崎
県
小
・
中
学
校
児
童
生
徒�

美
術
作
品
展�

対
馬
市
民
ス
ポ
ー
ツ
祭

対
馬
市
民
ス
ポ
ー
ツ
祭�

対
馬
市
民
ス
ポ
ー
ツ
祭�

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課�

☎
０
９
２
０（
８
６
）３
７
２
７�

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
タ
Ｉ
Ｎ
つ
し
ま�

《必ずチェック最低賃金！使用者も・労働者も》�

長崎県の最低賃金�

産
業
別
最
低
賃
金�

船舶製造・修理業・�
舶用機関製造業�

電子部品・デバイス・�
電子回路・電気機械器�
具・情報通信機械器具�
製造業�

備考：今回改正された産業別最低賃金は、日本�
標準産業分類の改定に伴い「最低賃金件名」等�
が変わりましたが、従前適用していた使用者及�
び労働者の範囲に変更はありません。�

■お問い合わせ先�
長崎労働局賃金室　 ☎095（801）0033�
対馬労働基準監督署 ☎0920（52）0234

はん用機械器具・生産�
用機械器具製造業�

最低賃金件名�

長崎県最低賃金�

最低賃金額（１時間）�
効力発生日�

平成20年10月30日�

平成21年１月３日�

平成21年１月１日�

平成20年12月26日�

628円

757円

695円

770円




